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理由書

１ 種類・名称 

  青梅都市計画汚物処理場第１号青梅市し尿処理場 

２ 理由 

  本市のし尿については、黒沢１丁目地内の処理施設において処理を行っているところである。 

この施設は、民間により、平成８年に建築基準法第 51 条ただし書きの規定にもとづき、東京都の都市計画審議会の議を経て設

置したものであるが、平成 10 年、市が土地および施設の帰属を受け、現在は「青梅市し尿処理場」として管理・運営を行ってい

る。 

竣工から約 20 年が経過し、施設が老朽化する中、公共下水道の普及に伴うし尿処理量の減少や、下水の処理方法の見直しによ

る浄化槽汚泥の安定的な処理への対応を図るため、「青梅市し尿処理場」の一部を改良し、し尿および浄化槽汚泥を併せて処理す

る施設にすることで、効率的かつ恒久的な施設として再整備する。 

このため、「青梅市し尿処理場」の約 0.7 ヘクタールの区域を青梅都市計画汚物処理場として都市計画決定するものである。 
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